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資料１ 

 

外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会 

とりまとめ（案） 

令和６年９月 2 7 日 

１．はじめに 

 

国土交通省「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」（令和６

年６月７日公表、以下「ガイドライン」という。）を踏まえ、（公財）マンション管理セ

ンターが設置した「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会」（以下、「検討

会」という。）は、予備認定制度の基準の見直し（追加項目、適用関係等）に関し、令

和６年７月 17日、９月６日及び９月 27日の３回の会合を経て、このたび、検討結果の

とりまとめを行った。（【資料１】及び【資料２】参照） 

今後は、このとりまとめ結果を踏まえて、速やかに、予備認定制度の改善が図られる

ことを期待する。 

   

２．予備認定マンションにおける外部管理者方式の状況 

 

  管理業者管理者方式（管理業者を管理者とするマンション管理方式）は、マンション

居住者の高齢化等による理事会役員の担い手不足等を背景に、最近広がりを見せている

が、この方式は、管理者と管理業者を同一の主体が兼ねることから、利益相反などの問

題が生じる可能性があると考えられる。 

このような問題意識から、(公財)マンション管理センターにおいては、令和４年度に

申請された予備認定マンションの状況を認定申請書に添付された管理規約案を分析し、

その結果を、国土交通省「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキング」の第２回

会合（令和５年 11月 17 日開催）に、「マンション管理センターによる実態把握の状

況」として提出した。 

  さらに、令和５年度に申請された予備認定マンションの状況について同様の分析を行

い、その結果を、本検討会の第２回会合（令和６年９月６日）に報告した。 

  これらにより把握した管理業者管理者方式の実態の概要は、以下のとおりである。

（詳細は【資料３】参照） 

 

（１）外部管理者方式の導入状況 

令和４年度の予備認定件数は 652 件となっており、そのうち 92件・14.1％が外部

管理者方式を導入していると考えられる。 

令和５年度の予備認定件数は 571 件となっており、そのうち 121 件・21.2％が外部



 

2 

 

管理者方式を導入していると考えられ、令和４年度よりも外部管理者導入の件数及び

割合は増加している。 

 

（２）管理規約案の分析 

外部管理者方式を導入していると認められる管理規約案を標準管理規約（単棟型）

と比較すると、規定内容が異なり、区分所有者の利益の確保の観点から課題があると

考えられる事項として、次の 12 項目を抽出した。分析した結果は以下のとおり。な

お、括弧内は前年度（令和４年度）データ。 

 

① 管理者の指定（標準管理規約第 35条関係） 

管理者を、「任意の第三者」と定めているもの 58％(53％)、固有企業名を定め

ているもの 32％(35％)、当該マンションの管理業者を定めているもの 10％（12％）

などとなっている。 

この点についてガイドラインは、「管理規約に個社名を記載すると管理者の変

更に特別決議が必要となり、管理者の変更のハードルが高くなるおそれがあるの

で、次の管理者を円滑に決定することができる管理規約の整備を行うことが望ま

しい。」［P.81］としている。 

 

② 管理者の任期（標準管理規約第 36条関係） 

管理者の任期を定めているものは 49％（41％）、定めていないものは 51％

（59％）となっている。 

この点についてガイドラインは、「管理業者が管理者の地位を離れる場合のプ

ロセスを踏まえ、一定の期間設定を管理規約に設けることが望ましい。」［P.81～

82］等としている。 

 

③ 管理者の欠格条項（標準管理規約第 36条の２関係） 

管理者の欠格条項規定のあるものが 59％（72％）、ないものが 41％（28％）と

なっている。 

この点についてガイドラインは、「不適切な者が管理者業務を執行するのを防

止するため、適切な欠格条項を定めることが必要である。」［P.83］等としてい

る。 

 

④ 管理者の誠実義務条項（標準管理規約第 37条関係） 

管理者の誠実義務条項のあるものが 73％（96％）、ないものが 27％（4％）と

なっている。 

この点についてガイドラインは、「外部管理者方式においては、特に利益相反
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取引等に係るプロセスを適正化する必要性が高いこと、金銭事故等の防止の必要

性が高いことを踏まえ、管理者の誠実義務規定を設ける必要がある。」［P.84］と

している。 

 

⑤ 管理者による利益相反取引の防止規定（標準管理規約第 37条の２関係） 

管理者による利益相反取引の防止規定があるのは 56％（49％）、ないのは 44％

（51％）となっている。 

この点についてガイドラインは、「利益相反取引については、管理規約に、総

会において重要な事実を説明したうえ決議を得るべき旨を定めることが望まし

い。」「管理者として利益相反取引等について総会での承認を得ようとする際は、

重要な事実の開示が必要である。重要な事実としては、取引の相手方、目的物、

数量、価格、取引期間、取引による利益など、取引内容の中で、承認すべきか否

かの判断に資する部分をいう。」［P.100］等としている。 

 

⑥ 監事の選任規定（標準管理規約第 35 条関係） 

「監事を選任する」との規定があるのは 60％（37％）、「監事を選任することが

できる」との規定があるのは 38％（59％）、監事の選任に関する規定がないのは

2％（4％）となっている。 

この点についてガイドラインは、「区分所有者として管理者の業務執行を適切

に監督できるか、利益相反の発生を防止できるか特に問題となることから、管理

者の業務執行状況等を監視する重要な機関として、監事を設置するべきと考えら

れる。」［P.106］としている。 

 

⑦ 監事の選出方法（標準管理規約第 35 条関係） 

 監事の選出方法について、総会決議によるものとしているのが 73％（72％）、

管理者の指名によるものとしているのが 25％（24％）、規定のないものが 2％

（4％）を占めている。 

この点についてガイドラインは、「監事が管理者との関係で独立性を保つこと

が必要であり、この点を担保するためには、監事は、管理者による指名ではな

く、総会の決議により選任するべきと考えられる。」［P.106～107］としている。 

 

⑧ 監事の任期（標準管理規約第 36 条関係） 

監事の任期を定めているのは 97％（91％）、監事の任期を定めていないのが

1％（５％）、監事の選任規定がないものが 2％（4％）となっている。 

この点についてガイドラインでは、特に記述はない。 
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⑨ 監事の意見陳述（標準管理規約第 41 条関係） 

監事の意見陳述について、必要があるときの意見陳述を義務づけているものが

19％（45％）、必要があるときの意見陳述をできるとしているものが 26％

（37％）、規定がないものが 55％（18％）となっている。 

この点についてガイドラインは、「監事としては、管理者が総会に提出するこ

とを予定している予算案、決算案、議案その他の書類を事前に把握し、法令、規

約、使用細則等に照らし、本来提出すべき議案の不足がないか、管理者が総会で

承認を得ることを予定している契約に係る議案について、契約内容、相手方、契

約金額、相手方の選定理由その他重要な事実が開示されているか等を確認し、管

理者に意見することが想定される。」［P.110］としている。 

 

⑩ 総会決議事項（標準管理規約第 48条関係） 

総会決議事項として、標準管理規約に準拠した事項を定めているのは 74％

（76％）、特別多数決議事項に限定して定めているのは 26％（24％）となってい

る。 

この点についてガイドラインは、「標準管理規約第 48 条（総会決議事項）に

定められている事項は、その重要性に鑑み、外部管理者方式においても、総会決

議事項として管理規約に設けることが望ましい。」、「標準管理規約に定められて

いる総会決議事項については、マンション管理上重要な事項であることから総会

における決議という意思決定過程を求めているものであり、執行機関にあたる管

理者が単独でこれを決定できる機関設計とせず、総会議決事項とすることが望ま

しい。」［P.85～86］としている。 

 

⑪ 組合員の総会招集権（標準管理規約第 44 条関係） 

 組合員の総会招集権について、標準管理規約に準拠した内容（５分の１以上の

組合員の同意等）を定めているものが 74％（76％）、独自の条件（印鑑登録証明

書の添付等）を付加しているものが 26％（24％）となっている。 

この点についてガイドラインは、「外部管理者方式においては、通常の理事会

方式の場合と異なり、区分所有者がマンションの管理に関わる機会が年に１回の

通常総会しかなくなる可能性があるため、総会招集権を円滑に行使できる環境を

整備する必要性が高く、最低限、標準管理規約第 44 条（組合員の総会招集権）

と同様の要件とすることが望ましい。」［P.90］としている。 

 

⑫ 総会以外の管理組合の意思決定方法 

     組合員の意思決定方法として、総会のみを定めているのは 73％（64％）、総会

と投票制度を併用しているものが 27％（36％）となっている。 
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この点に関して、ガイドラインでは、「外部管理者方式を導入する場合、総会

以外の場においても、区分所有者がマンション管理上の重要な課題について検討

し管理組合としての意思決定に関与する機会が保障されているとともに、管理者

としても業務執行を行ううえでも、区分所有者の意見を聴いたうえ十分に尊重す

る環境を整える必要がある。」［P.91～92］としている。 

 

３．予備認定基準の見直しの方向 

 

（１） 基本的考え方 

ガイドラインにおいては、外部管理者方式を適正に運用するために、「必要な事

項」や「望まれる事項」など多様なレベルの多岐にわたる内容を提示しているが、こ

れらすべてを予備認定基準に反映させることは現実的ではない。 

そこで、今回の予備認定基準の見直しに当たっては、ガイドラインを踏まえ、さら

に次のような点を考慮し、緊急的に措置すべき事項に絞り込んで追加項目を選定し、

基準改善を速やかに実現する、との考え方で対処するべきである。 

 

① 予備認定制度と管理計画認定制度の認定基準が、枠組み等のレベルで大きく相違

することは望ましくないと考えられること。 

② 基準改正が過大なものとなると、関係各方面の理解・協力の確保が難航する可能

性が生じること。 

 

（２） 基準の追加項目について 

以上のような基本的考え方に基づき、現行の予備認定基準に次の５項目を追加す

ることが適当である。 

なお、これらの基準の追加項目は、外部管理者方式以外の管理方式にも適用され

るべき事項であると考える。 

 

① 管理者の選任（標準管理規約第35条及び第36条関係） 

・管理規約（案）において、総会で管理者が選任されること及び管理者の任期が定

められていること 

・なお、管理規約（案）において、「総会で管理者が選任されること及び管理者の

任期」を定めた上で、附則（経過措置）において、入居開始から概ね１年以内に開

催される総会までの間の暫定的な管理者を定めることは可とする。 

② 監事の選任（標準管理規約第35条及び第36条関係） 

・管理規約（案）において、総会で監事が選任されること及び監事の任期が定め

られていること 
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③ 利益相反取引の制限（標準管理規約第37条の2関係） 

・管理規約（案）において、標準管理規約第37条の２に準じた管理者の利益相反

取引の防止規定（ただし、理事会のない外部管理者方式の場合、「理事会」は

「総会」に、「役員」は「管理者又は監事」に修正）が定められていること 

④ 組合員の総会招集権（標準管理規約第44 条関係） 

・管理規約（案）において、標準管理規約と同一の条件（組合員数又は議決権数

の要件については５分の１より少ない数を含む。）の組合員による総会招集権が明

記されており、かつ、組合員による総会招集を実質的に困難にする可能性のある要

件（例：印鑑証明書の提出等）の規定がないこと 

⑤ 総会の議決事項（標準管理規約第48 条関係） 

・管理規約（案）において、標準管理規約で総会議決事項とされているすべての

事項が総会の議決事項となっていること 

 

（３）施行日程等について 

改正基準の施行日程等については、次のような考え方をもとに、基準改正が円滑に

施行されることが望まれる。 

 

① 公表から施行までの間に、３ヶ月程度の周知期間を確保すること。 

②  改正基準の適用日より前に申請された案件の取り扱いについては、旧認定基準に  

より予備認定の可否を判断することとし、適用日以降の申請については、新認定 

基準により予備認定の可否を判断するものとすること。 

③ 予備認定を受けたマンションは、首都圏不動産公正取引協議会により、「管理計画

案の予備認定取得済マンション」という表示をすることが認められているが、改

正後の基準により認定を受けたマンションについては、新基準によるものである

ことを外形的に明らかにするため、「管理計画案の予備認定取得済みマンション

（令和●年●月●日基準）」等の表示を認めていただくよう整理することが望まし

いこと。 

④ 検討会としてのとりまとめ結果を踏まえ、予備認定を受けたマンションについて

の「フラット３５」の優遇措置に関する取り扱い方針を住宅金融支援機構に確認

し、改正内容の公表の際に、その方針についても情報提供すること。 

 

４．今後に向けた提言 

 

予備認定の仕組みは、マンションの適切な管理を担保するためには分譲時点から適切

な管理を確保することが重要であることから、適切な管理のために必要な重要事項につ

いて、新築マンションの分譲業者等が用意した原始管理規約案及び長期修繕計画案に定
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められた内容をチェックし、基準に適合したものを認定する制度である。 

このため、予備認定を取得していれば、それだけで万全なマンション管理が保証され

るというものではなく、マンション管理が実際に適正に行われるかどうかは、マンショ

ン管理に関する制度全体の整備や規定の運用のされ方如何にかかっている。 

したがって、管理業者管理者方式の下で区分所有者の利益が適切に守られていくため

には、予備認定基準に今回の５つの基準項目の追加を行えば足りるというものではな

く、これに加えて、外部専門家による監事機能の強化をはじめとするガイドラインに示

された諸事項が確実に実現されていくことが極めて重要であると考える。 

また、管理業者管理者方式の下での印鑑及び通帳等の保管のあり方については、極め

て重要な問題であるので、国土交通省において制度整備について早急に検討することが

望まれる。 

 

【資料１】外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会の設置について 

【資料２】予備認定制度の概要 

【資料３】予備認定マンション（令和５年度分）における外部管理者方式の状況 

【資料４】マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン（第３章抜粋） 



資料１ 

外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会の設置について 

令和 6 年 7 月１7 日 

（公財）マンション管理センター 

１．趣旨 

令和６年 6 月 7 日に国土交通省「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ」により

「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」（令和６年６月７日公表）が公表されたこと

を踏まえ、国土交通省のご協力の下に、同ワーキンググループのメンバーである有識者により、（公財）

マンション管理センターによる予備認定（※）の基準の見直し（追加項目、適用関係等）について検討を

行っていただく。 

※「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」（令和３年 9月２８日国土交通省告示）において、

「国においては、既存マンションが対象となる管理計画認定制度に加え、マンションの適切な管理を担保するためには

分譲時点から適切な管理を確保することが重要であることから、新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に

認定する仕組みについても、マンション管理適正化推進センターと連携しながら、必要な施策を講じていく必要があ

る。」とされたことを踏まえ、新築マンションの分譲業者等が作成した適切な原始管理規約案や長期修繕計画案を（公

財）マンション管理センターが認定する制度 

２．検討会構成メンバー(◎は座長) 

◎ 鎌野 邦樹  早稲田大学名誉教授 

   齊藤 広子  横浜市立大学国際教養学部教授 

戎  正晴  戎・太田法律事務所 弁護士 

香川 希理  香川総合法律事務所 弁護士 

瀬下 義浩  一般社団法人日本マンション管理士会連合会会長 

 伊藤 智惠子  特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会理事 

（特定非営利活動法人集合住宅管理組合センター代表理事） 

小西 英輔    一般社団法人マンション管理業協会専門委員 

富士原 和彦  一般社団法人不動産協会事務局長代理 

３．スケジュール 

令和６年７月より９月下旬頃を目途に、２～３回程度開催 

４．運営方法 

（１）検討会の議事は非公開とするが、冒頭撮影を可とするほか、会議資料は原則として公開する（座長の判断に

より一部非公開とすることがある。）。また、検討会の議事概要については、委員に確認の上、（公財）マンション

管理センターのホームページにおいて公開する。 

（２）その他、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 

５．事務局 

検討会の事務局は、国土交通省住宅局の協力を得ながら、（公財）マンション管理センターが担当する。 
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資料２ 

予備認定制度の概要 

令 和 6 年 9 月 

（公財）マンション管理センター 

１．予備認定制度の概要 

マンションの適切な管理を担保するためには分譲時点から適切な管理を確保す

ることが重要であることから、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本

的な方針」（令和３年 9 月 28 日国土交通省告示）を踏まえ、新築マンションの分譲

業者等が作成した適切な原始管理規約案や長期修繕計画案を（公財）マンション管

理センターが認定する制度。 

【参考】「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」七２より 

「国においては、既存マンションが対象となる管理計画認定制度に加え、マンションの適切な

管理を担保するためには分譲時点から適切な管理を確保することが重要であることから、新築

分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適

正化推進センターと連携しながら、必要な施策を講じていく必要がある。」 

２．制度発足時期 

令和４年４月１日 

３．認定数※ 

令和４年度 ６５３件 

令和５年度 ５６９件 

令和６年度  ３40件 

※令和 6 年9月19日時点においてマンション管理センターホームページにて公表している認定数

４．予備認定の基準 

管理規約の設定後でなければ満たし得ない項目を除き、管理計画認定制度の認

定基準と同様のものとしている。 
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５．予備認定の手続きの流れ 

  

 

 

６．予備認定を受けたマンションに講じられる措置 

 

（１）予備認定を受けた新築マンションは、住宅金融支援機構の【フラット３５】維持保全型の対象と

なり、【フラット３５】の金利から当初５年間年 0.25％引き下げられる等の措置が講じられる。 

 

（２）予備認定を受けた施設建築物の整備を含む市街地再開発事業において、社会資本整備総

合交付金事業等に基づいて国庫補助を行う場合、土地整備費及び共同施設整備費について、

国費を算定する上で最大 1.2 倍の嵩上げが認められている。 

 

７．予備認定手数料 

１申請当たり 50,000 円（10％対象、内消費税額 4,545 円） 

 なお、１つの申請において、複数の長期修繕計画がある場合、２計画目以降は、１計画当たり

10,000 円（10％対象、内消費税額 909 円）が加算される。 
























































































	資料１_外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会 とりまとめ（案）連結前
	＜とりまとめ_資料１＞外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会の設置について
	＜とりまとめ_資料２＞予備認定制度の概要
	資料３
	資料４

